
第五次滋賀県立病院中期計画 （骨子案）

１ 策定の趣旨等

（１）策定趣旨

病院を取り巻く環境の変化に適切に対応し、安定した経営基盤のもと、質の高い医療サービスを提供

するため、各病院が県立病院の目指す姿に向け、重点的に取組を推進する計画として策定。

(2)計画の位置づけ

県立病院経営における基本計画であり、職員が業務を遂行する上での指針となるもの。また、総務省

の「新公立病院改革ガイドライン」に基づく「新公立病院改革プラン」を兼ねるものとして策定。

（３）計画期間 令和４年度～令和７年度 （４年間）

2 県立３病院の概要、現状・課題等

（第四次中期計画の実施状況）

（１）計画期間中の主な取組

（２）経営状況

①経常損益 ②病床利用率

③入院単価 ④紹介率（●）・逆紹介率（■）

（１）県立３病院の概要

（２）医療を取り巻く状況

①高齢化に伴い、人口構成と疾病構造の変化が見込まれている。

②国の次期医療計画において新興感染症対策が位置づけられ、医療提供体制の確保等が求められる。

③医師の働き方改革を含む改正医療法が令和3年５月に成立し、令和６年４月に施行される。

④県政世論調査の「力を入れてほしい県の施策」では、医療サービスの充実が例年上位となっている。

（３）病院事業庁の現状・課題

①高齢化に伴い救急患者が増加しており、地域の救急医療体制の維持への寄与が求められている。

②県立病院として県民・患者ニーズの多様化や医療需要の高まりに応えるために、限られた医療資源を

有効に活用し、地域医療提供体制の機能分化・連携を進める必要がある。

③質の高い医療を支える人材の確保とともに、働きやすい職場環境づくりの推進が求められている。

④病院事業の経営状態が悪化しており、特に資金残高について急激に減少していることから、安定した

医療提供体制を維持するために早急に改善を図る必要がある。

病院名 病床数 職員数 診療科 特 長 等

総合病院 535床 824人

医 師 102人

看護師 511人

31 診療科 ■都道府県がん診療連携拠点病院

・ がん相談件数 県内１位（R2）

・ ５大がんのうち、胃、肺、乳房の院内がん

登録数 県内１位（Ｒ元）

■実績ある循環器内科治療

・ 心臓カテーテル治療 県内１位（Ｒ元）

小児保健医

療センター

100床 178人

医 師 20人

看護師 95人

9 診療科 ■県内唯一の小児専門医療機関、重症心身障害

児への包括的医療ケアサービスの中核機関

■難治・慢性疾患を中心に高いシェア

精神医療セ

ンター

123床 140人

医 師 9人

看護師 98人

4 診療科 ■県内で指定された唯一の依存症専門医療機関

(アルコール・薬物・ギャンブル等)

■中・高生こころの専門外来の設置

（うつ、不登校、引きこもり、発達障害 等）

ＢＳＣの視点 病 院 主 な 取 組 概 要

医療提供

（顧 客）

総 合 湖南圏域における二次救急の輪番への参加（R3）

総 合 診療連携協定の締結（R2：草津ハートセンター・野洲病院 R3：守山市民病院）

小 児 滋賀県アレルギー疾患医療拠点病院の指定（H29）

精 神 アルコール等依存症治療拠点医療機関指定（H30:アルコール R2:ギャンブル等・薬物）

共 通 新型コロナウイルス感染症への対応（入院患者の受入、検査、ワクチン接種等）

財 務

総 合 夜間配置加算の開始

共 通 医薬品の共同購入、後発医薬品の導入による材料費の削減

共 通 紹介・逆紹介の推進

人材確保

組織力の向上

（内部プロセス）

共 通 看護師の２交代制勤務の拡大（H29）

共 通
障害者雇用の推進（R元：「病院事業庁障害者活躍推進計画」策定、チャレンジ

雇用の推進、R3：法定雇用率達成）

総 合 専攻医・研修医の確保（R29：10人･12人 ⇒ R3：22人･18人）

学習と成長
共 通 体系的な研修の実施、院外研修への参加促進、専門資格取得の支援等

共 通 看護師の特定行為研修に対する支援制度の整備（R元）

※ＢＳＣ … バランス・スコアカード（複眼的な指標を組み合わせて業績を計画、管理、評価する経営手法）
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※点線（明朝体）は中期計画の数値※白棒（明朝体）は中期計画の数値

Ｈ27年度以降、６年連続で赤字決算。特にＲ元年度

は、総合病院において医師の転出等により患者の受入が

伸びず、入院収益が想定を下回ったため、大幅な赤字。

総合病院では、Ｈ29年度は診療科長の異動等による新規

入院患者数の伸び悩み、Ｒ２年度は新型コロナの影響によ

り、80％を下回った。

医療提供体制の充実に伴う平均在院日数の短縮や新た

な加算の取得、ＨＣＵの整備（Ｈ30：16床）等により、

入院単価は順調に推移。

地域医療支援病院として連携登録医制度の推進等に取り組

んだ結果、紹介率・逆紹介率ともに向上。Ｒ２年度はコロナ

の影響で地域の医療機関の受診が減り、紹介率が低下。Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２

年度末資金残高 7,148 5,712 5,618 4,924 3,882 3,877 (単位：百万円）
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（令和３年４月１日現在）

厚生・産業常任委員会 資料
令和３年(2021年)12月15日
病院事業庁 経営管理課
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３ 理念と基本方針

（１）理念 ※理想的な姿、根本的な考え方、存在意義を明文化したもの

(2)基本方針 ※全職員が業務を行う上で指針とするもの

（３）各病院が目指す姿 ※基本理念を踏まえた、各病院の2025年時点での目指す姿

（統合後の総合病院） 高度・専門的な医療を追求し、政策医療を担いつつ、

名実ともに総合病院として社会に貢献する

（精神医療センター） 県内の高度・専門的な精神医療を担い、県民のこころ

の健康を支える

（４）ＳＤＧｓの達成に向けた取組

関連するものとして、６つのゴールと７つのターゲットを想定

５ 収支計画 （単位:億円）

４ 重点的取組

命と健康を守り、県民に信頼される病院

６ 「公立病院改革ガイドライン」に即した取組

（１）経営形態の検討

Ｈ18年度の地方公営企業法の全部適用以降も、経営的に厳しい状況が

続いており、病院事業を取り巻く環境変化や想定外の事態に迅速に対処

する上で顕在化している経営上の課題に対応するため、Ｒ4年度に、外部

の専門家も交えて、経営形態のあり方について検討を行う。

（２）再編・ネットワーク化

（１）進行管理

○ PDCAサイクルに基づき、数値目標の進捗度を把握し、計画達成に

向けた確実な進行管理を徹底するとともに、計画期間中に国の方針や

医療情勢に大きな変化があった場合は、適宜、計画の見直しを行う。

Ｒ１実績 Ｒ２実績 Ｒ３予算 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

経
常
収
支

収 益 227.9 233.8 255.2

費 用 237.4 237.9 256.6

経常収支 ▲9.5 ▲4.1 ▲1.4

収 入 9.9 23.1 23.9

支 出 28.0 43.0 44.7

収 支 差 ▲18.1 ▲19.9 ▲20.8

資
本
的
収
支

計画期間中の収支見込み

については、Ｒ４年度当初

予算編成の内容や、人員配

置の検討等を踏まえて、今

後作成

医療機能

の充実

経営の

健全化

人材の確

保・育成、

病院力の

向上

病院統合

小児保健
医療センター
再整備

政策的課題

に係る取組

(1)人材の確保
意欲や能力のある医療従事者の期待に応えられる環境づくり

働きやすく魅力ある職場づくり、医師の働き方改革の推進

(2)人材の育成
研修プログラムの充実や研究機会の提供等により、専門性の高い人材の育成に努める

職員の満足度や課題の把握と病院運営への反映、職員間での情報共有による改革意識の向上

(3)病院力の向上
チーム医療の推進（→ 多職種によるコミュニケーションの活性化）

病院内、病院間での連携、協力体制の構築（→ 職員のタスクシフトの推進）

(1)ＣＯ２ネットゼロに向けた取組 職員一人ひとりの意識の醸成、機器更新時のエネルギー効率を考慮した機器選定 等

(2)ＤＸの推進 業務の改善・効率化、情報の有効活用、経営改善の視点を踏まえたＩＣＴ化の推進

(1)急性期医療機関としての強みの発揮

総 合
①救急医療提供体制の強化 （→ 救急患者への対応を段階的に強化し、将来的には、病院統合も見据えつつ、子ど

も・大人の区別なく、重度障害児も受け入れられる救急体制の確立を目指す。）

総 合 ②高度急性期を中心とした病棟再編 （→ 地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟を急性期病棟に転換）

（２）小児や重度障害者を対象とした高度専門医療の充実

小 児
①医療機能の強化 （→ 発達障害やアレルギーなどニーズの高い診療科で、医師の常勤化や診療枠の拡大を図り、外来

機能を強化。また、病院統合を見据え、２病院の連携を強化する中で、対象疾患の拡大や診療機能の高度化を図る。）

小 児 ②小児保健医療センター機能の最適化

総 合 （③障害者歯科治療への対応 （→ 総合病院へ機能移転する方針が決まれば、病院としての対応を検討））

(3)県民ニーズが高い診療分野への対応

総 合
①がん診療の充実 （→ 都道府県がん診療連携拠点病院としての県内がん医療の均てん化・質の向上、手術、放射線治

療、化学療法、免疫療法を組み合わせた総合的ながん診療の提供、がんゲノム、ロボット手術、放射線治療の充実）

３病院 ②新興感染症への対応 （→ 今後とも、県の方針に基づき、県立病院として柔軟かつ積極的に対応）

３病院 ③身体および精神疾患を持つ患者への対応 （→ ３病院の連携を深め、精神疾患を持つ患者への対応を強化）

精 神 ④依存症治療拠点医療機関（アルコール・薬物・ギャンブル等）としての機能や中・高生こころの専門外来の充実

小・ 精 ⑤「子どものこころの専門医」の育成（→ 小児科医・精神科医向けの専門医研修施設群として認定を受け、研修を実施）

総 合 （⑥産科医療の検討）

(4)患者サービスの向上

３病院 ①医療安全・感染管理の徹底 （→ 安心・安全な医療提供に努め、患者の信頼に応える）

３病院 ②ＱＯＬの向上を目指した総合的な医療とケアを提供 （→ 最適な医療の提供と利用者の視点に立った病院機能改善）

（１）診療報酬の

増収

高度急性期を中心とした病棟再編や、救急医療提供体制の強化等による診療報酬の増

（目標） 年間3.2億円程度の収入増

(2)歳入確保
将来発生が見込まれる未利用地の売却、総合駐車場の有料化、病院統合に伴う国の有利な制度（起債・給付

金）の活用 （目標） 年間 1千万円程度の収入増 ＋ 一時的収入３億円程度

(3)経費の縮減
価格交渉等による材料費や経費の削減、長寿命化対策工事の進度調整、研究所運営費の削減、業務改善や働

き方改革の推進による時間外勤務の削減 等 （目標） 年間 1.4億円程度の支出減

(4)一般会計負

担金

政策医療の安定的な提供や、経営基盤の強化に資するよう、繰出基準に基づく所要経費については一般会計

において負担。対象項目について、収入の確保と経費の見直しに不断に取り組み、収支差の縮減に努める。

令和7年１月に総合病院と小児保健医療センターを統合し、一体的に運営することで、子どもから大人まで切れ目のない高度・

専門医療の提供と、医療資源の最適化を通じた一層効率的・効果的な病院経営を目指す。

＜統合による経営上の効果 ＞ （目標） 事務職員の減・システムの一元化・機器の共同利用等で年間1.8億円程度の支出減

小児保健医療センター再整備事業については、病院統合も見据え、医療資源の集約化・最適化、医師やスタッフの協働体制の構

築、既存施設の有効活用等の観点から、令和４～５年度に施設整備計画の再検討を行う。

（令和６～７年度の設計変更、令和８年度からの建設工事を経て、令和11年１月の供用開始を目指す。）

医 療

経 営

人 材

高度で安全な医療を提供する

持続可能な経営基盤を確立する

患者に寄り添う心と、仕事への誇りを持ち続ける

県民が望む質の高い医療を提供することにより、命と健康を守る

経営の健全性を高め、県立病院として目指す医療を継続的に提供する

職員一人ひとりが仕事に誇りを持ち、患者本位の最適な医療を提供
することにより、信頼される病院であり続ける

「健康しが」の実現に向けて、医療を取り巻く環境の変化に対応しながら、
県民が望む質の高い医療を提供することで、県民の命と健康を守り、県民
に信頼される病院であり続ける。

（２）目標管理・評価・結果の公表

○ 現行計画のBSC（バランス・スコアカード）に代え、よりシンプルで指標管理しやすい「ロジックモデル」を取り入れた目標管理を実施。

○ 自己評価および滋賀県立病院経営協議会による外部評価を実施し、 知事への報告および病院事業庁HPにおいて公表を行う。

【目標管理指標】 ○ 病院事業庁統一指標：経常収支比率・医業収支比率・患者満足度 ○ その他、各病院毎に指標を設定

７ 中期計画の推進に向けて

２


